
日本政治学会理事選出選挙の投票方式に関する規程 

 

第一条 日本政治学会理事・監事選出規程（以下「選出規程」という。）第六条第二項に定

める理事選出について、会員による選挙は、電子投票を主とし、補助的に郵送投票も可とす

る。 

 

第二条 第一条による投票の実施に際しては、選挙管理委員会は、選出規程第六条第五項の

規程に基づいて具体的な実施方式を定めるに当たって、その方式の内容についてあらかじ

め理事会の承認を得なければならない。 

 

第三条 本規程の改正および廃止は理事会の議決により行う。 

 

（二〇二三年九月一七日制定） 

 

 


